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力42を要し、地理的制約43も大きいうえに、そもそも２年ないし３年の（土壌の）転換期間

が必要であるため、生産方式の転換を急速に図ることはできない。 
 このような農産物の商品特性と環境保全型農業への転換に要する時間は、行政による支

援の必要性に根拠を与えるものとなっている。これまでの国の施策について見ると、1999
年の「食料・農業・農村基本法」の制定44によって、農業の持続的な発展のために農業の

自然循環機能の重要性が規定され、これを受けて、同年「持続農業法（持続性の高い農業

生産方式の導入の促進に関する法律）」、いわゆるエコファーマー制度が制定された。そし

て、2003 年 12 月に「農林水産環境政策の基本方針（以下、「基本方針」）」が策定され、
農業政策の環境保全重視が本格化する枠組みが提示された。現在のエコファーマー制度は、

消費者からすれば、①都道府県ごとに基準が異なる点や、②環境保全型農産物の供給を保

証しない点について誤解を生みやすいこと45、また生産者にとっては、③インセンティブ

が少なく、エコファーマーの助成制度もあまり活用されていない46という問題点がある。

「基本方針」では、基本方策の中に「環境保全を重視する農業のための指針の策定」と「補

助事業、制度資金による環境保全の重視」の項目が挙げられており、環境保全型農業を推

進する施策として注目されるが、実効性のある施策となるかどうかは今度の制度設計次第

である47。 
 地域のサステナビリティ向上のためには、現状行われている個別の農地レベルでの環境

保全型農業ではなく、循環した生態系が構成される水系・集落全体（農林生態系単位）で

の環境保全型農業の実施が必要であり、そのためには、耕作地の集約あるいは地域ぐるみ

の生産方式転換が行われる必要がある。ここでは、企業からの働きかけと行政の役割の分

担という視点から、今後、環境保全型農業を拡大し、地域のサステナビリティ向上を図る

ための基本的な考え方を提示する（図表 16参照）。 

                                                 
42 脚注 41と同じ 2002年調査では、有機栽培（稲作）の場合、慣行栽培に比べて 61%の労働時間増となって
いる。 

43 有機農業を行おうとするほ場の周囲が、慣行ほ場である場合、周辺からの化学肥料や農薬などが飛来しない
ように数ｍの緩衝地帯を設ける必要がある（緩衝地帯の幅は登録認定期間によって異なる）ため、作付面積

の削減を余儀なくされ、周辺環境によっては有機農業への転換を阻害するおそれがある（例えば農薬の空中

散布を行う地域内の一部で有機農業への転換を図るのは容易ではない）。 
44 食料・農業・農村基本法制定に先がけて、農林水産省では、1992年に「新しい食料・農業・農村政策の方向」
を打ち出し、環境保全型農業の推進を掲げていた。 

45 エコファーマー制度は、農産物の販売に関するものではないため、消費者の誤解に関して直接的に批判され
るものではないが、結果的にエコファーマーが農産物ラベル（ブランド）に付加されることがあるために、

このような問題提起をした。 
46 具体的には、機械購入時の税制の特例措置、農業改良資金（貸付金）の償還期間の延長といった助成措置が
あるが、ほとんど使われていない。他に類似の助成措置があることや設備投資意欲のある生産者が少ないこ

となどが指摘されている。 
47 2004年 8月 10日に公表された食料・農業・農村基本計画の見直しに関する中間論点整理においても、４つ
の論点の１つに「農業環境・資源保全政策の確立」が掲げられているが、2004年度中に農業者が取り組むべ
き規範の策定、2005年度以降、各種支援策への規範の要件化を図るなどとしており、現時点では具体的な施
策イメージに乏しい。 
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図表１６ 事業者のサステナビリティ戦略と地域のサステナビリティの調和 
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 生産サイドについて見れば、生産規模の拡大と地域に密着した小規模経営の２つの方向

に収斂することが望ましい48。生産規模の拡大については、農地の集約が重要であり、専

業農家の大規模化49のほか、兼業・零細農家の農地の集約、耕作放棄地の整理、生産委託

などが促進される必要がある。生産規模の拡大によって、量販店等との直接契約を主とす

る大規模農業経営と、卸売市場での取引を主とする中規模農業経営が行われることが想定

される。また、大規模農業経営の担い手としては、異業種参入も考えられる。地域のサス

テナビリティに寄与するためには、これら大規模農業経営と中規模農業経営は、経営基盤

の確立に加えて、農林生態系単位での環境保全型農業を実施する体制に移行していく必要

があろう。一方、地域に密着した小規模農業経営は、兼業・零細農家が生産規模を変える

ことなく、地場産品の供給（地産地消）という観点から付加価値を持つ農業を行うことに

よって、生産者の顔が見える新鮮な農産物の供給のほか、長距離輸送の回避による経費と

環境負荷の削減など、地域のサステナビリティへの寄与を図ることが可能である。 
 農産物の流通・販売については、量販店の影響力は今後とも高まると考えられ、生産規

模の拡大によって直接取引の比率も高まるものと考えられる。卸売市場経由率は減少傾向

が続くと考えられるが、中小規模の生産者や小売店などにとって卸売市場の必要性は高く、

共販体制をとる農協ともども機能強化を図り、流通機能において一定の役割を果たすこと

が期待される。また、地産地消の流通・販売ルートとして注目を集めている直売所につい

ても、その経営実態はまちまちであり、機能強化が求められる。 
 このような望ましい枠組みにおいて、民間と行政の役割分担について考えると、特に政

策主導が求められるのが兼業・零細農家を中心とした農地の集約であり、その他の部分に

ついては、民間の主導的な活動を促進するような補助的な役割が期待される。 
また、地域のサステナビリティの向上に資する農産物の生産・流通・販売体制の構築と

いう観点から、農産物流通への影響力が高くなると予想される大規模農業経営者と量販店

の直接取引を中心に、サステナビリティ評価の仕組みを作ることも考えられよう。例えば、

農産物流通に関わるステイクホルダー（利害関係者）として、生産者、量販店、地域の自

治体、地域住民、NPO、食品・外食産業などから構成される評価組織を設置し、取引され
る環境保全型農産物の生産から流通・販売に至る過程における経済面・環境面・社会面で

の様々な影響を総合的に評価して、地域のサステナビリティに対する寄与度を示すことも

検討できよう。このような評価システムを導入することができれば、環境保全型農産物の

生産者や販売店に対する評価が高まり、収益上の直接的なメリットのほか、企業評価の向

上による間接的なメリットも期待できる。また、次のステップとして、このような評価シ

ステムを中・小規模生産者や卸売市場取引などにまで反映させることができれば、中・小

                                                 
48 環境保全型農産物の供給体制に関する詳細検討は、本研究の継続研究として 2004年末までに公表予定。 
49 特に、本研究で対象とした青果物については、専業農家の農業産出額ベースのシェア（2002年度）が野菜

83%、果実 68%となっており、専業農家の大規模化が中心となると考えられる。 
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規模の環境保全型農業の支援を検討する際に活用することも考えられよう。 
 最後に、地域のサステナビリティ向上という観点からは、環境保全型農産物の販売流通

に関する量販店の機能が限定的であると述べたが、あくまで役割分担のことであり、マー

ケットリーダーとしての期待は大きい。Ⅲ５に前述したように、環境保全型農産物（有機

食品）の普及が進んでいる欧州の多くの国で、量販店が有機食品市場の拡大に主導的役割

を果たしている。日本の主要量販店も、サステナブル経営を目指していることを標榜して

いることから50、地域のサステナビリティとの調和という視点から、国内環境保全型農産

物の普及拡大に対して貢献することは、事業戦略とも整合するものである。量販店に期待

したいことは、消費者に真の付加価値を持つ商品を提供するための主体的行動と、生産者、

行政、地域住民など様々なステイクホルダーとともに、国内の環境保全型農産物を普及さ

せるための地域的な枠組み構築に積極的に関与することである。そして、このような取り

組みが、社会と共存共栄する企業としての存立基盤を強めることとなり、結果的にサステ

ナブル社会の構築を促す重要な駆動力となるであろう。 
 
 

                                                 
50 例えば、イオンの基本理念には「地域の暮らしに根ざし、地域社会に貢献し続ける企業集団」、イトーヨーカ
堂の企業姿勢にも「常に「経済」「社会」「環境」の３つのバランスがとれた事業活動を目指し、企業として

の社会責任を果たします」という表現があり、ダイエーも環境方針と社会貢献方針を制定している。 
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